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役員選任規程 

 

（総則） 

第１条  定款第３１条に定める役員の選任は、本規程による。 

 

（定数） 

第２条  役員の数は、定款第３０条に定める範囲内において理事会の議決により定める。 

 

（選出） 

第３条  理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議により選任する。 

２  代表理事は、理事のうちから理事会の決議により選任する。 

 

（会長候補者推薦の選出） 

第４条  理事会は、会長候補者選出のため会長候補者選定委員会（以下「選定委員会」という）を理事

会に設置する。 

２  理事会は選出する会長候補者が学側か産側のいずれか一方であることを宣言しなければなら

ない。 

 

（学側会長候補者の推薦） 

第５条  学側会長候補者を選定するために、正会員による会員投票を行う。 

２  正会員、代議員、会長経験者、維持会員、部会、支部及び理事は、学側会長候補者を選定委

員会に推薦することができる。 

  （１）正会員 ３０名以上の連名 

  （２）代議員８名以上の連名 

  （３）会長経験者１名以上 

  （４）維持会員２口以上 

  （５）支部、部会１組織以上 

  （６）理事２名以上の連名 

３  理事会は、会員投票結果に基づき学側会長候補者を決定し、総会に推薦する。 

 

（産側会長候補者の推薦） 

第６条  理事は、２名以上の連名で産側会長候補者を選定委員会に推薦することができる。 

２  理事会は、選定委員会の答申を受け産側会長候補者を決定し、総会に推薦する。 

 

（会長の選任） 

第７条  理事会は、総会で推薦された会長候補者を参考として、理事の中から会長を選任する。 

 

（副会長候補者、理事候補者及び監事候補者の推薦） 

第８条  副会長候補者、理事候補者及び監事候補者の理事会への推薦は、会長が行う。 

２  理事会は、副会長候補者、理事候補者及び監事候補者を決定し、総会に推薦する。 

 

（変更） 

第９条 本規程の変更は、総会の議をもって行なう。 
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附則   昭和５８年４月５日 改訂（評議委員会承認） 

２  昭和６３年４月５日 改訂（評議委員会承認） 

３  平成３年３月２６日 改訂（評議委員会承認） 

４  平成１２年３月３０日 改訂（総会承認） 

５  平成１５年３月２４日 改訂（総会承認） 

６  平成１８年３月２９日 改訂（総会承認） 

７  平成２２年９月７日 一部改定。（総会承認）  平成２２年９月７日の総会議決にもとづく定款変

更が行政庁により認可された日より実施する。 

 

 


